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9.1.2 順守評価 

 
本サイトに適用可能な法的要求事項及びその他の要求事項について、その順守状況を定

期的に評価・記録するため、必要な事項を定める。 

１ 評価対象 

（１）環境関連法令 

（２）地方環境関係条例（神奈川県条例、横浜市条例等）・地域協定事項等 

（３） 環境関係官公庁の要請通達、ガイドライン 

 

２ 評価時期 

  法的要求事項及びその他の要求事項の監視測定・評価・報告の時期の詳細は、別表 29 

「順守評価要領（9.1.2）」に記述する。 

  

３ 評価内容 

（１）法令等の規制基準又は自主基準への監視測定結果の適合度合 

（２）法令等の監視測定項目・頻度・校正等実施内容の適合度合 

（３）法令等の必要届出・資格・報告等の適合度合 

（４）その他本サイトに適用可能法令等の関連規定内容（指示書含む） 

（５）是正処置の有無、有効性のレビューの有無 

 

４ 順守評価の方法・報告 

関係する施設運用責任者並びに部会員は、年間計画に基づく監視・測定を行い、評価を 

実施する。詳細は「別表 29順守評価要領（9.1.2）」に記述する。 

 

別表 29（9.1.2）「順守評価要領」 

 

５ 不適合の是正及び処置 

「10 改善（10.2）不適合及び是正処置」に記述する。 

 

６ 順守評価の結果として、文書化した情報を保持する。 

 

  


